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１. 基本方針

公的年金制度は、「世代と世代の支え合い」と言われるように、広く世代・
年齢、地域・職域を越えた社会連帯の下に成立しており、これはいかなる制度
設計の下でも普遍的なものである。

公的年金制度の運営にあたる日本年金機構にとって、地域、教育、企業の中
での年金制度の周知、理解、支援のネットワークの再生・再構築が喫緊の課題
であると認識している。

このような認識に基づき、年金制度に対する理解をより深め、制度加入や保
険料納付に結びつけるため、それぞれの地域に根ざした「地域における年金運
営の展開に関する事業」（呼称：地域年金展開事業）を実施する。
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２.  地域年金展開事業の概要（1/2）

地域年金展開事業
年金制度の周知、理解、支援のネットワークの構築

①地域連携事業（自治体、企業、関係機関等での説明会
実施やHP掲載、チラシ設置の依頼）

②年金セミナー事業（学校での年金セミナー実施）
③地域相談事業（自治体、関係機関、商業施設、イベン

ト会場等での出張年金相談）
④年金委員活動支援事業（情報の提供、研修会の実施）
⑤地域年金事業運営調整会議の開催

・市区役所、町村役場
・教育庁、教育委員会
・民生委員
・自治会
・社会福祉施設、公共施設
・商業施設 等

自治体等
・都道府県社会保険労務士会
・全国健康保険協会都道府県支部
・都道府県社会保険委員会連合会
・(財)都道府県社会保険協会
・商工会、商工会議所 等

関係団体
・地方厚生(支)局
・都道府県労働局
・ハローワーク

等

厚生労働省

関係機関

支援

年金委員

職域型 地域型
支援・拡大

連
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地域年金展開事業の主な取組
◆公的年金制度の普及・啓発や国民年金保険料収納の向上等のため、関係機関との連携協力のもと『年金制度
説明会』や『年金セミナー』、『出張年金相談』等を実施します。

◆また、日本年金機構が取り組む公的年金制度の普及・啓発活動について、都道府県ごとに関係者や有識者か
らなる『地域年金事業運営調整会議』を開催し、事業推進の意見や助言を伺います。

年金委員を対象とした研修会の開催や、各種冊子・チラシ等、活動に役立つ情報を提供。年金委員
活動支援事業

公的年金制度の普及・啓発等についての検討や年金事務所が行う事業への意見・助言を行うた
め、学識経験者や関係機関等を委員として都道府県単位に設置。

地域年金事業
運営調整会議

職員が自治体や民間企業、関係機関、関係団体等に出向き、事務担当者や従業員・所属員・加
入員向けの年金制度説明会を実施。
市区役所・町村役場の広報誌や行事等を通じ年金制度や日本年金機構が行う事業の周知、ポス
ター・チラシの掲示や設置、配付の依頼等。

地域連携事業

職員が、大学や短大、専門学校、高校等に出向き、学生・生徒向けの年金セミナーを実施。
大学での年金相談や学生納付特例制度の申請窓口の開設や、パンフレットの掲示や設置、配付
の依頼等。

年金セミナー
事業

年金事務所から遠方の地域住民や利便性などのニーズに応えるため、市区役所・町村役場や大
規模商業施設、イベント会場等で、出張年金相談や免除申請窓口を開設。地域相談事業

地域年金展開事業の概要（2/2）
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年金制度説明会の実施に向けて

事業所の従業員や自治体の担当者、ハローワーク等での一般の方への年金制度説明会を、

お客様のご希望に沿ったテーマで実施する。

障害年金制度に特化した年金制度説明会を積極的に実施する。

市町村及び各種団体等と連携した取り組み

市町村が発行する広報紙のほか、各年金事務所管内で発行されている新聞、フリーペー

パー、コミュニティＦＭ及びケーブルテレビ等での周知に努める。

地域の特性に応じて、成人式におけるリーフレット配付、「こども絵画展」など、市町

村及び各種団体等のご協力を得ながら、各事務所で創意工夫を凝らした取り組みを実施す

る。

● その他、地域の特性に応じた取り組み

● 市町村の広報紙及びマスコミでの周知

● 事業所や地域・関係団体等において年金制度説明会を積極的に実施する。

３．重点取組（県全体）
地域連携事業
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年金セミナーの実施に向けて

セミナーの講師については、地域年金推進員の活用と併せ、受講者の年

齢に近い若手職員を中心に務める。そのため若手職員のプレゼンテーショ

ン能力の向上を図るため、県及び各事務所のセミナー講師養成ＰＴで研鑽

しレベルアップに取り組む。

また、地域年金推進員の委嘱拡大のため、機構本部と連携し長野県退職

公務員連盟・長野県高等学校校長会事務局等に引き続き働きかけて行く。

● 教育機関のニーズに対応する取り組み

年金セミナー事業

未実施校に対しては、開催アンケートを活用したアプローチを行い、新規開拓に努める。

開催実績のある学校に対しては、過去のアンケート結果を踏まえたセミナー実施による具

体的な効果を伝え、令和元年度も継続して実施いただけるよう依頼して行く。

また、ＰＴＡや教職員を対象とした年金セミナーについても、積極的にアプローチを行う。

１月 １２月

・県下校長会での依頼
・高校・専門学校等へ
アンケート送付

・未回答校の後追い

・訪問・電話によるアプローチ
・エッセイ募集協力依頼
・セミナーの実施

・学年末の再アプローチ
・次年度に向けたアプローチ
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４月 ８月

・若手職員の講師
育成の取り組み

高校等へのアプローチのスケジュール



年金委員の活動支援と委嘱拡大

● 委嘱の拡大の取り組み

【職域型年金委員】

長野県社会保険協会主催の新規適用事業所説明会及び総合調査等での委嘱勧奨及び県

下統一して、各事務所で一斉に未設置事業所に委嘱勧奨の通知を送付する。

【地域型年金委員】

長野県厚生年金受給者協会連合会及び社会保険労務士会・市町村等にご協力をいただ

き委嘱の拡大を図る。また、職域型年金委員で退職を契機に辞退された方については、

地域型年金委員への移行をお願いする。

年金委員活動支援事業
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【職域型年金委員】

県内各社会保険委員会と連携し、全国健康保険協会長野支部と協力のうえ、

研修会等で制度周知等情報提供を行い、活動の支援を行う。

【地域型年金委員】

長野県内6地区で連絡会を開催し、年金制度研修会及び意見交換会を行う。

● 活動支援の取り組み



４．事務所別事業計画



伊那年金事務所

飯田年金事務所

松本年金事務所

小諸年金事務所
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年金セミナーＰＴを定期的に開催することで、セミナー講師のスキルアップを図ります。また、実施回数の
増加に向け、積極的にアプローチを行います。
年金制度説明会についても、新たな開拓に取り組みます。

年金セミナーは、所内ＰＴを活動母体とし、地域年金推進員と連携して年金セミナーの内容の充実を図り、

開催回数の増加に向けた取組を強化します。

年金制度説明会は、開催目的に応じた説明を重視し、説明内容の充実を図ります。

新たに取り組んだマスメディアを活用した制度周知について継続します。

市町村国民年金担当職員とのさらなる連携強化に取り組みます。
年金セミナーは社労士会との連携開催に向け取り組みます。
障害年金制度の周知について、各種施設との連携を図ります。

“地域との強固なパートナー関係の構築”をスローガンに以下の項目について重点的に取り組んでいきま

す。①ねんきんセミナー事業充実を図りながら、企業へ赴き年金制度説明会を実施する。②年金委員への

的確な情報提供を実施するとともに、職域型・地域型委員の委嘱拡大を図る。③地元機関紙等への制度に

関する広報掲載やラジオ番組等への出演を検討する。



５．令和元年度 事業計画
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